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取材・撮影等に関する注意事項 

当院にて取材、撮影などを行う場合は職員の指示に従い、以下の事項を遵守いただきます

ようお願いいたします。 

1. 取材目的・内容は、医療又は教育・研究に関するものであること。

2. 放映または掲載等には、患者・患者家族など来院者及び職員の個人情報を事前の許可

なく使用しないこと。また、取材中に目的外で知り得た個人情報や当院に関する情報

等（映像、写真含む）については、漏洩しないこと。また、患者・患者家族など来院

者及び職員のプライバシーに十分配慮すること。

3. 当院の敷地内・建物内において、患者さんやその家族、職員への声掛け、録音、連絡

先交換など、取材に類する行為は、すべて事前の許可が必要です。

4. 取材・撮影等を理由に通行路を遮断するなど診療環境を損なう行為、業務の支障にな

ることはしないこと。また、当院の建物・設備・機器等を破損せぬよう十分配慮する

こと。

5. 患者に心理的・身体的影響を及ぼすようなことは行わないこと。

6. 取材計画に変更が生じた場合には、速やかに広報課（当院担当者）へ知らせること。

また、放映日・掲載日・発売日等を必ず事前に広報課（当院担当者）へ知らせること。

7. 雑誌、本などの各種媒体へ掲載された際は、掲載記事、出版物等を一部ご送付お願い

申し上げます（高価な出版物は、抜刷りでも可）。放送の場合は番組 DVD の提供を

お願い申し上げます。

8. 取材・放映・掲載等により問題が生じた場合には、責任をもって対応すること。

※注意事項に反した場合、取材を中断させていただくこともございます。

※当院で対応ができないと判断したものについては、取材をお断りする場合もあります。

あらかじめご了承ください。

※返答までに数日お待ちいただく場合もあります。


